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午前 ９時３１分開会 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 開   会 

○松尾委員長 ただいまから、平成23年新宿区教育委員会第６回臨時会を開会します。 

  本日の会議には菊池委員が欠席しておりますが、定足数を満たしています。 

  本日の会議録の署名者は、白井委員にお願いいたします。 

○白井委員 了解しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 議案第６４号 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する 

         条例 

○松尾委員長 それでは、議事に入ります。 

  「日程第１ 議案第64号 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例」を議題とします。 

  説明を教育調整課長からお願いします。 

○教育調整課長 それでは、第64号議案の御説明をさせていただきます。議案概要をご覧くだ

さい。 

  「第64号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でござ

います。特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給料表を改定するということで、

10月28日に特別区の人事委員会の勧告が出てございます。それを受けての措置ということで

ございます。 

  人事委員会勧告の概要について簡単に御説明申し上げます。 

  まず、月例給与でございますが、職員給与が民間給与を上回っているということで、公民

較差が842円、率にいたしますと0.2％あるということで、その公民較差を解消するため給料

表の引き下げを行うものでございます。原則としてすべての給与及び号級ついて引き下げを

行うということですが、初任給相当につきましては据え置きによるということで、若年の者

に対する配慮もなされてございます。これによりまして、月例給与につきましては、３年連

続の引き下げ改定ということになっています。 

  それから、特別給、期末手当、勤勉手当ですが、これにつきましては、民間の特別給、賞

与、の支給割合とおおむね均衡しているということから改定はございません。 

  これによりまして、職員の平均年間給与は、年間で１万3,000円のマイナスということに
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なります。この勧告内容を受けましての改定ということでございます。 

  概要の改定内容の１をご覧ください。 

  給料表の改定ということで、今申し上げました公民較差の解消のため給料月額を下げると。

初任給につきましては、国における初任給の取り扱い、あるいは民間事業所における初任給

の状況、こういったものを加味し、人材確保の観点から据え置くということで、議案の別紙

の別表１のところをご覧いただきたいと思います。 

  再任用職員以外の職員という給料表がありますが、この部分の１級の13号まで、これが初

任給相当ということで改定率がゼロになっています。したがいまして、改定金額はなしとい

うことです。そして、１級の14号から33号、この改定率が0.1％ということで、金額にいた

しますと100円から300円のマイナス。そして、１級34号から２級、３級、４級につきまして

は、先ほど申しました0.2％の改定率を掛け合わせた金額ということで、金額はそれぞれの

等級によりますが、400円から1,000円のマイナス改定という内容になっています。 

  それでは、概要にお戻りいただきたいと思います。 

  改定内容の２番でございますが、平成24年度の３月期の期末手当に関する特別措置という

ことで、平成23年４月から12月までの期間に係る公民較差相当分、給与等、６月期末・勤勉

手当、12月期末・勤勉手当については、平成24年３月期の期末手当において、公民較差相当

額を減じる調整を行うということで、これにつきましてはちょっと表現がわかりづらいので

すが、この給与が４月時点における公民の比較を行ってございます。それで、今回0.2％の

較差が生じているということから、４月から条例改正が行われるまでの間に生じた差額、こ

の調整を３月末の期末手当で行うということでございます。 

  施行日ですが、平成24年１月１日です。 

  提案理由ですが、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給料を改定する必要

があるためでございます。 

  以上です。 

○松尾委員長 説明が終わりました。 

  議案第64号について御意見、御質問がある方はどうぞ。 

○石崎教育長 今日、議案に出されているということですので、組合との交渉は妥結したとい

うことでよろしいのでしょうか。 

○教育調整課長 妥結したと聞いております。 

○松尾委員長 よろしいでしょうか。 
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  ほかに御意見、御質問がなければ、討論及び質疑を終了いたします。 

  議案第64号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○松尾委員長 議案第64号は原案のとおり決定いたしました。 

  以上で本日の議事は終了いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 閉   会 

○松尾委員長 本日は予定している協議事項、報告事項はございませんが、事務局から何かご

ざいますでしょうか。 

○教育調整課長 特にございません。 

○松尾委員長 それでは、以上で本日の教育委員会は閉会といたします。ありがとうございま

した。 

───────────────────────────────────────────────── 

午前 ９時３７分閉会 
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